
   つくば市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

つくば市議会会議規則（昭和62年つくば市議会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 第51条第１項中「あと、登壇して」を「後、議長が指定する場所で」に改め、同

項ただし書を削り、同条第２項を削る。 

第52条第２項中「質問及び」を削る。 

第53条を削り、第54条を第53条とし、第55条から第61条までを１条ずつ繰り上げ

る。 

第62条第３項中「第60条第１項」を「第52条第３項及び第４項並びに第59条第１

項」に改め、同条を第61条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（オンライン会議システムによる質問等） 

第６２条 議員は、第２条の規定により会議を欠席し、遅刻し、又は早退する場合

において、前条第１項及び第２項の質問を映像及び音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下「オンライン会議シ

ステム」という。）により行うことを希望するときは、議長の承諾を得て、オン

ライン会議システムにより質問することができる。 

２ 議長は、前項の承諾をするときは、当該承諾を求める議員の意見を聴いて、オ

ンライン会議システムにより質問をするに当たって必要な装置が設置された場所

であって議長が相当と認める場所を指定して行うものとする。 

３ 議員がオンライン会議システムにより質問する場合において、議長は、当該議

員が法第129条第１項の規定による命令に従わないときは、オンライン会議システ

ムへの接続を解除することができる。 

４ 議員がオンライン会議システムにより質問する場合における前条第３項の規定

により準用する第52条第４項の規定の適用については、同項中「欠席したとき、

又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場にいないとき」とあ



るのは、「質問の順位に当たっても質問しないとき、又はオンライン会議システ

ムへの接続ができないとき（接続した後であっても通信環境の悪化等によりオン

ライン会議システムによる質問を継続することが困難であるときを含む。）」と

する。 

第63条第１項中「第52条」を「第61条第１項、第２項及び第４項」に改め、同条

第３項中「第60条第１項」を「第59条第１項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


